
平成２２年１０月７日

犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定

事業者（郵便物受取サービス業者）に対する行政処

分について

郵便物受取サービス業（私設私書箱事業）を営む株式会社エムプラス及び株

式会社テイクに関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収

益移転防止法」という。）（注）に基づき、国家公安委員会から経済産業大臣あ

てに意見陳述が行われました。これを受けて、経済産業省では当該事業者に対

し調査を行った結果、同法に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作

成・保存義務違反が認められました。

このため経済産業省は、平成２２年１０月７日付けで同法第１６条の規定に

基づき、同社に対し当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと

を命じましたので公表します。

具体的には、以下の措置を講じるよう命令しました。

① 犯罪収益移転防止法の関係規定が施行された以後に取引のあった顧客に

ついて、必要な措置をとること

② 犯罪収益移転防止法に規定する本人確認義務等の義務規定を履行するた

め、再発防止策を策定すること

③ 上記命令に関する措置の実施結果について、経済産業大臣に報告するこ

と

（注）犯罪収益移転防止法では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の本人特定事

項の確認を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービ

ス業者（私設私書箱業者）は、同法の特定事業者として規定されています。

なお、近年、振り込め詐欺事件等で、その被害金の受取場所として郵便物受取サービス

（私設私書箱）が悪用される事案が多数発生しています。



１．事案の経緯

融資保証金詐欺事件において、現金の送付先として利用された株式会社

エムプラス及び株式会社テイクが犯罪収益移転防止法に定める義務に違反

していることが認められたことから、平成２２年４月８日付けで国家公安

委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。

それを踏まえ、経済産業省においても当該事業者に対して立入検査を行

った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、当該事業者への処

分を行うこととしました。

２．違反行為の内容

国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、

株式会社エムプラス及び株式会社テイクには、以下の違反行為が認められ

ました。

（１）本人確認義務違反（犯罪収益移転防止法第４条第１項及び第２項）

株式会社エムプラス及び株式会社テイクにおいて、犯罪収益移転防止法

が施行された平成２０年３月１日以降に法人及び個人との間で締結した郵

便物受取サービスに係る契約について、法第４条第１項及び第２項に基づ

く本人確認を行っていないと認められる。

（２）本人確認記録の作成義務違反（犯罪収益移転防止法第６条第１項及び

第２項）

株式会社エムプラス及び株式会社テイクにおいて、犯罪収益移転防止法

が施行された平成２０年３月１日以降に法人及び個人との間で締結した郵

便物受取サービスに係る契約について、法第６条第１項及び第２項に基づ

く本人確認記録の作成及び保存を行っていないと認められる。

３．命令の内容

２．の違反行為を是正するため、平成２２年１０月７日付けで株式会社

エムプラス及び株式会社テイクに対し、以下の措置を講じる旨の命令を行

いました。

（１）犯罪収益移転防止法の関係規定が施行された平成２０年３月１日以後

に、郵便物受取サービス提供のための契約を締結した顧客についての本

人確認並びに本人確認記録の作成及び保存の実施

（２）本人確認並びに本人確認記録の作成及び保存義務違反に係る再発防止

策の策定



（３）上記（１）及び（２）までに関する事項を速やかに実施し、その結果

について、平成２２年１１月８

日までに経済産業大臣に報告すること。
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